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(57)【要約】
【課題】発熱線の一部に断線が生じてしまった際にも異
常発熱による被害を防止することが可能なコード状ヒー
タを提供すること。
【解決手段】芯線２上に発熱線３を巻装してなる発熱芯
４からなり、上記発熱線３は、絶縁被膜３ｂにより被覆
された導体素線３ａを引き揃え又は撚合せたものである
コード状ヒータ１。上記導体素線３ａは、該導体素線３
ａ径の６０倍の径の丸棒に巻付けた後、弾性により復元
した形状の径を、上記丸棒の径で除することにより算出
した復元率の値が、２００％以下であるコード状ヒータ
１。最外層として熱融着層が形成されたコード状ヒータ
１。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
芯線上に発熱線を巻装してなる発熱芯からなるコード状ヒータにおいて、上記発熱線は、
絶縁被膜により被覆された導体素線を引き揃えたものであることを特徴とするコード状ヒ
ータ。
【請求項２】
芯線上に発熱線を巻装してなる発熱芯からなるコード状ヒータにおいて、上記発熱線は、
絶縁被膜により被覆された導体素線を撚合せたものであることを特徴とするコード状ヒー
タ。
【請求項３】
上記導体素線は、該導体素線径の６０倍の径の丸棒に巻付けた後、弾性により復元した形
状の径を、上記丸棒の径で除することにより算出した復元率の値が、２００％以下である
ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のコード状ヒータ。
【請求項４】
最外層として熱融着層が形成され、該熱融着層は、上記絶縁被膜の分解開始温度以下又は
融点以下の温度で溶融することを特徴とする請求項１～請求項３記載のコード状ヒータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気毛布、電気カーペット、カーシートヒータなどに好適に使用可能なコー
ド状ヒータに係り、特に、発熱線の一部に断線が生じてしまった際にも異常発熱を防止す
ることが可能なもの関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気毛布、電気カーペット、カーシートヒータ等に使用されるコード状ヒータは、芯線
に発熱線を螺旋状に巻き、その上から絶縁層による外被を被覆する構成のものが一般的に
知られている。ここで、発熱線としては、銅線やニッケルクロム合金線などを引き揃え又
は撚合せたものから構成されている。
【０００３】
　本願発明に関連する技術として、例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３が挙げ
られる。また、本願発明の応用技術として、例えば、本出願人による特許文献４などが挙
げられる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－５５１７９公報：昭和電線電纜
【特許文献２】特開２００６－３５１４５７公報：松下電器産業
【特許文献３】特開２００７－１３４３４１公報：松下電器産業
【特許文献４】特開２００３－１７４９５２公報：クラベ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　コード状ヒータは、実使用に際して、引張や屈曲など様々な外力が加わることがある。
このような外力が加わると、コード状ヒータに使用される発熱線は、一般に極細い線材か
らなるため、発熱線に断線が生じる恐れがある。このような断線を防ぐため、上記の通り
、発熱線は抗張力を有す芯線に巻かれており、外力が芯線に加わるような構成としている
が、それでも、過度の外力が加われば断線が生じてしまうことは否めない。
【０００６】
　ここで、従来の発熱線は各導体素線が接した状態で引き揃え又は撚り合されているもの
であるため、導体素線の一部が断線した場合、この断線した部分は、発熱線の径が細くな
ったのと同じ状態となる。そのため、この一部が断線した部分は、単位断面積当たりの電
流量が増加することになり、異常発熱を起こす可能性がある。このような異常発熱が継続
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すると、その周囲を焦がすのみならず、使用者に火傷を負わしたり、火災を発生したりす
るなど甚大な被害を生ずることにもなりかねない。
【０００７】
　本発明はこのような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的とす
るところは、発熱線の一部に断線が生じてしまった際にも異常発熱による被害を防止する
ことが可能なコード状ヒータに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するべく、本発明の請求項１によるコード状ヒータは、芯線上に発熱線
を巻装してなる発熱芯からなり、上記発熱線は、絶縁被膜により被覆された導体素線を引
き揃えたものであることを特徴とするものである。
　また、請求項２によるコード状ヒータは、芯線上に発熱線を巻装してなる発熱芯からな
り、上記発熱線は、絶縁被膜により被覆された導体素線を撚合せたものであることを特徴
とするものである。
　また、請求項３記載のコード状ヒータは、上記導体素線は、該導体素線径の６０倍の径
の丸棒に巻付けた後、弾性により復元した形状の径を、上記丸棒の径で除することにより
算出した復元率の値が、２００％以下であることを特徴とするものである。
　また、請求項４記載のコード状ヒータは、最外層として熱融着層が形成され、該熱融着
層は、上記絶縁被膜の分解開始温度以下又は融点以下の温度で溶融することを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によるコード状ヒータは、発熱線を構成する導体素線の１本ずつが絶縁膜により
被覆されているため、元々の状態で導体素線１本ずつが並列の回路を構成するようになっ
ている。この場合、導体素線の一部に断線が生じても、並列の回路の一部回路が断線した
ことと同義になり、発熱線全体として抵抗値が高くなることになる。そのため、断線部分
において単位断面積当たりの電流量が増加することはなく、異常発熱を起こすこともない
。
　また、導体素線が絶縁被膜により被覆された構成であるため、導体素線が腐食し易い材
料であっても製造時等の腐食を防止することもできる。それとともに、断線を生じた後も
、導体素線における導通が可能な箇所は断面のみとなる。断線した導体素線の導通箇所同
士が触れたり離れたりするとスパークが発生し、異常発熱につながるため、導体素線が絶
縁被膜により被覆されていることは、スパーク発生の可能性を非常に小さくすることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の構成について図１を参照して説明する。
【００１１】
　芯線２としては、例えば、ガラス繊維等の無機繊維や、ポリエチレンテレフタレート等
のポリエステル繊維、脂肪族ポリアミド繊維、芳香族ポリアミド繊維、全芳香族ポリエス
テル繊維等の有機繊維のモノフィラメント、マルチフィラメント、スパン、或いはそれら
の繊維材料、若しくは、それらの繊維材料を構成する有機高分子材料を芯材とし、その周
上に熱可塑性の有機高分子材料が被覆された構成を有する繊維などが挙げられる。また、
本発明においては、発熱線３を構成する導体素線３ａが絶縁被覆３ｂにより絶縁されてい
るため、芯線２は絶縁材料にこだわる必要はない。例えば、ステンレス鋼線やチタン合金
線等を使用することも可能である。しかし、導体素線３ａが断線したときのことを考慮す
ると、芯線２は絶縁材料であった方が良い。
【００１２】
　発熱線３は、絶縁被膜３ｂにより被覆された各導体素線３ａを引き揃え又は撚合せたも
のから構成されている。この内、引き揃えたものから構成されていた方が、発熱芯４の径
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が細くなるとともに、表面も平滑になるため好ましい。
【００１３】
　導体素線３ａとしては、従来公知のものを使用することができ、例えば、銅線、銅合金
線、ニッケル線、鉄線、アルミニウム線、ニッケル－クロム合金線、銅－ニッケル合金、
鉄－クロム合金などが使用できる。これらの中でも、発熱線３を巻付けたときのスプリン
グバックする量が小さい材料が良く、復元率が２００％以下となるものが好ましい。例え
ば、上記特許文献１～特許文献３に記載されたような銅銀合金線などは、抗張力性に優れ
引張強度や屈曲強度には優れるものの、発熱線を巻付けたときスプリングバックし易い。
そのため、芯線２に巻装する際に、発熱線３の浮きや、過度の巻付けテンションによる導
体素線３ａの破断が生じ易く、また加工後には撚り癖が生じ易いため好ましくない。特に
、本発明においては、導体素線３ａには絶縁被膜３ｂが被覆されることから、この絶縁被
膜３ｂによる復元力も加わることになる。そのため、導体素線３ａの復元率が小さいもの
を選定し、絶縁被膜３ｂによる復元力をカバーすることが重要となる。
【００１４】
　ここで、本発明で規定する復元率の測定について詳しく記述する。まず、導体素線に一
定荷重を掛けながら、導体素線径の６０倍の径の円柱形マンドレルに対して、導体素線が
重ならないように３回以上巻きつける。１０分後、荷重を取り去り導体素線をマンドレル
から外し、弾性により復元した形状の内径を測定して、導体素線のスプリングバックする
割合を次式により算出して、復元率として評価する。
Ｒ＝（ｄ２／ｄ１）×１００
記号の説明：
Ｒ：復元率（％）
ｄ１：巻付試験に用いたマンドレル径（ｍｍ）
ｄ２：導体素線をマンドレルに巻きつけた後、荷重を開放して復元した形状の内径（ｍｍ
）
【００１５】
　導体素線３ａに被覆される絶縁被膜３ｂとしては、従来公知の樹脂材料等を使用するこ
とができ、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエステ
ル樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂などが挙げられる。これらの中で
も、熱融着性を有する材料を使用すれば、導体素線３ａ同士を融着することができること
から、接続端子との接続等の端末加工時に発熱線３がバラけることがないため、加工性を
向上させることができ好ましい。
【００１６】
　上記のような発熱線３を芯線２の周上に巻装することで発熱芯４が得られるが、必要に
応じて、この発熱芯４の外周にシース（図示しない）を形成しても良い。シースの形成に
際しては、押出成形等によって行っても良いし、予めチューブ状に成形したシースを発熱
芯４に被せても良く、形成の方法には特に限定はない。シースを構成する材料としても、
コード状ヒータの使用形態や使用環境などによって適宜設計すれば良く、例えば、ポリエ
チレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、
フッ素樹脂、合成ゴム、フッ素ゴム、エチレン系熱可塑性エラストマー、ウレタン系熱可
塑性エラストマー等、種々のものが挙げられる。また、このシースの外周に、更に保護被
覆を形成しても良い。
【００１７】
　上記のようにして得られたコード状ヒータ１は、例えば、パイプや槽等に巻き付けられ
て凍結防止用ヒータや保温ヒータとして供される。また、アルミ箔や不織布等の基材上に
蛇行形状等の所定の形状に配設されて面状ヒータとし、例えば、電気毛布、電気カーペッ
ト、カーシートヒータ等に供されることになる。このような面状ヒータとする際には、上
記特許文献４を参照して、発熱芯４の外周に熱融着層を形成し、加熱加圧を加えることで
基材に接着することも考えられる。上記したシースを形成する場合は、熱融着層はシース
の外周に形成されることになる。このように、熱融着層は、コード状ヒータにおける最外



(5) JP 2008-311111 A 2008.12.25

10

20

30

40

層として形成されるものである。熱融着層を構成する材料としては、例えば、ポリエチレ
ン等のポリオレフィン、ポリエステル、塩化ビニル、ポリアミド等の熱可塑性高分子材料
などが挙げられる。これらの内から任意に選択すれば良いが、上記した絶縁被膜３ｂを構
成する材料の分解開始温度以下又は融点以下の温度で溶融する材料である方が良い。尚、
上記したような面状ヒータとする際の工程についても、例えば上記した特許文献４などを
参照することができる。
【実施例】
【００１８】
　以下、本発明の実施例について図１を参照にして説明する。
【００１９】
（実施例１）
　外径約０．２mmのアラミド繊維からなる芯線２の外周に、発熱線３をピッチ１ｍｍで螺
旋状に巻装して発熱芯４を構成し、この外周に、厚さ２ｍｍでポリエチレン（以下、ＰＥ
と記す）を被覆してシース（図示しない）を形成し、これをコード状ヒータ１とする。こ
こで、発熱線３は、素線径０．０８mmの錫銅合金線からなる導体素線３ａに、ポリウレタ
ンからなる絶縁被膜３ｂを厚さ約０．０４ｍｍで被覆したものを７本引き揃えて構成され
ている。尚、導体素線３ａの復元率は１６７％である。
（実施例２）
　外径約０．２ｍｍのアラミド繊維からなる芯線２の外周に、発熱線３をピッチ１ｍｍで
螺旋状に巻装して発熱芯４を構成し、この外周に、厚さ２ｍｍでＰＥを被覆してシース（
図示しない）を形成し、これをコード状ヒータ１とする。ここで、発熱線３は、素線径０
．０５ｍｍの銅線からなる導体素線３ａに、ポリウレタンからなる絶縁被膜３ｂを厚さ約
０．０４ｍｍで被覆したものを６本引き揃えて構成されている。尚、導体素線３ａの復元
率は１３３％である。
（実施例３）
　外径約０．２ｍｍのアラミド繊維からなる芯線２の外周に、発熱線３をピッチ１ｍｍで
螺旋状に巻装して発熱芯４を構成し、この外周に、厚さ２ｍｍでＰＥを被覆してシース（
図示しない）を形成し、これをコード状ヒータ１とする。ここで、発熱線３は、素線径０
．０５ｍｍの銀銅合金線からなる導体素線３ａに、ポリウレタンからなる絶縁被膜３ｂを
厚さ約０．０４ｍｍで被覆したものを６本引き揃えて構成されている。尚、導体素線３ａ
の復元率は５００％である。
（比較例１）
　実施例１において、導体素線３ａに絶縁被膜を被覆しなかったものである。
【００２０】
　上記のようにして得られた実施例１～３、比較例１のコード状ヒータ１において、導体
素線の断線時のおける異常発熱試験を行った。試験方法は以下の通りである。まず、コー
ド状ヒータを電流計と安定化電源を接続し、空中配設する。この状態で、３分間通電し、
初期に係る抵抗値と発熱温度を測定する。次いで、導体素線３ａについて１本を残して切
断して、３分間通電し、断線時に係る抵抗値と発熱温度を測定する。尚、ワット密度は、
初期値及び断線時ともに６Ｗ／mとなるように調整される。こうして得られた値について
、次式により、抵抗値変化率と温度変化値を算出した。
抵抗値変化率（％）＝断線時抵抗値／初期抵抗値×１００
温度変化値（℃）＝断線時温度－初期温度
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　上記試験においても、本実施例１、２によるコード状ヒータ１は、導体素線３ａの断線
により抵抗値が上昇し、それに伴い電流量も減少して発熱が抑えられており、異常発熱に
よる被害を防止することができるものであることが確認できた。これに対し、比較例１に
よるコード状ヒータ１は、導体素線３ａの断線により発熱量の増大が確認された。このよ
うな状態で長時間の通電を行うと、場合によっては、その周囲を焦がすのみならず、使用
者に火傷を負わしたり、火災を発生したりするなど甚大な被害を生ずることにもなりかね
ない。
【００２３】
　また、実施例３において、横巻きが困難な銀銅合金で製造したものは、部分断線時にお
ける異常温度抑制という効果は確認できたが、芯線２の外周に発熱線３を巻装する際、発
熱線３に浮きが見られた。これにより、同一製造条件で生産した実施例1と比較して、長
尺に渡る抵抗値安定性において悪い結果となった。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　以上詳述したように本発明によれば、発熱線の一部に断線が生じてしまった際にも異常
発熱による被害を防止することが可能なコード状ヒータを得ることができる。このコード
状ヒータは、例えば、アルミ箔や不織布等の基材上に蛇行形状等の所定の形状に配設され
て面状ヒータとし、電気毛布、電気カーペット、カーシートヒータ、暖房便座、加熱調理
器具等に好適に使用可能である。また、コード状ヒータ単体としても、例えば、パイプや
槽等に巻き付けられて凍結防止用ヒータや保温ヒータとして好適に使用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態によるコード状ヒータの構成を示す一部切欠斜視図である。
【符号の説明】
【００２６】
１　コード状ヒータ
２　芯線
３　発熱線
３ａ　導体素線
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３ｂ　絶縁被膜
４　発熱芯

【図１】
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